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復興農学会 会則（案） 

 

2020年 5月★日制定 

 

（名称） 

第 1条 本会は、復興農学会と称する。国内・外における自然災害・原子力災害等からの

復旧・復興から得た農学・農業（農林水産業等）分野における知見・技術を、広く国内・

外に発信していく学術的な非営利組織である。 

 

（目的） 

第 2条 本会は、災害等からの復旧・復興に農学・農業分野で次の諸点で寄与することを

目的とする。 

（1）市民、教育・研究機関、企業、団体、自治体等の相互間の学術・技術・教育等の交流

を進めること。 

（2）市民、教育・研究機関、企業、団体、自治体等が復旧・復興にかかる事業で培った学

術・技術・教育等の成果を「復興農学」として体系化し、深化と継続をはかること。 

（3）市民、教育・研究機関、企業、団体、自治体等が学術・技術・教育等の成果を交え、

広く国内・外で復旧・復興支援活動を進めること。 

 

（事業） 

第 3条 本会は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（1）教育・研究活動の成果の共有 

（2）共同事業の企画・推進 

（3）研究会、シンポジウム等の開催 

（4）教育・研究資料の収集・配布 

（5）その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

 

（会員） 

第 4条 本会の会員は、個人会員および団体会員で構成する。 

（1）個人会員は、本会の目的に賛同する市民、教育・研究関係者等の個人とする。 

（2）団体会員は、本会の目的に賛同する教育・研究機関、企業、団体、自治体等とする。 

 

（経費および会費） 

第 5条 本会は事業を遂行するため、会員が下記の会費を前納するとともに、別途寄附金

を受ける。 

（1）個人会員 年額 2,000円 

（2）団体会員 年額 4,000円 

 

（役員） 
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第 6条 本会に次の役員を置く。 

  幹事  若干名 

2 幹事のうちから会長１名、副会長若干名を互選する。 

3 会長は本会を代表し、その業務を処理する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたとき

はその職務を行う。副会長のうち１名は幹事長として、事務局業務を行う。 

5 役員の任期は 2年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（幹事会）  

第 7条 事業の円滑な運営を図るため、幹事会を設ける。 

2 幹事会は、幹事をもって構成する。 

3 幹事会は、必要に応じて会長が招集する。 

4 幹事会は、会の重要事項について審議・決定し、執行する。 

 

（事業および会計年度） 

第 8条 本会の事業および会計年度は、4月 1日に始まり、3月 31日に終わる。 

  

（事務局） 

第 9条 本会の事務局は、会長の所属機関（または福島大学食農学類）に置く。なお、本

会の総務の一部は福島大学食農学類が担当する。 

  


